
償とは完全には-致しないと考えられるD

Cll労働者からの金銭解決の申立て

解雇無効を争う訴訟における労働者からの金銭解韓く雇用関車の解消と引

換えの金銭給付による解決Jの序畢七について--現状では,解雇について労
働者が原職復帰を求めずに損害賭償請求をする場合,雇用関係を継続する意

恩がないことから賃金相当額が損害として認められないという下級審判決

がある.のでl労働者側に解雇の金銭解決のニ-ズがあるとの意見があったD

-方,.労働者は,裁判上の和解や労働審判制度において金銭解決を求ゆる.

ことができるため,労働者側に金襲解決のニ-ネはないとの指摘もあるDし

かし,労働者からの申立てについて臥解雇された労働者が解雇には納得で
きなvlが廟穆には戻りたく.なv-と恩った場合に,解決金を請求できる権利が

保障されるというメリットがあると考えられろop

労働者から申し立てる解雇の金銭解決制度を導入する場合には.解雇舞効

の主張と金銭解決による雇用関係の解消との関係に係る理論的間題や,準に

中小零細企業の蘭題として金銭の額を一律.に定妙ることの弊害の間題につ

いて,整理する必要かあるo

ア ー回的解決に係る理串的考え方

解雇無効を争う訴訟く従業貞とpしての地痘の嘩認訴訟などJにおVlて臥

原告である労働者は,例えば従業員と.しての地位の確轟を求めることとな
るが-一方セ,同-の裁判所において従業員としての地位の解消を主張す

るのは-見矛盾するように恩われる.

これについてはl例えばご従業貞たる地位oD確認を求め181訴えと1その

訴えを翠容する判決が確定した媛合において当核確恵の時点以後になす

本人の辞職の申出を引換えとする解決金の給付を求める訴えとを同時に

行うものと整塵することも考えられるので1紛争の-回的解決に向け,同

一裁判所でめ解決の手法について検討を深めるべきであるD

なお,上記0,ように整理した場合には1金鎧解決を認める判決確定の日

から-定期間く例えば30日J以内に労働者が辞職の意思表示をしなけれ
ば金銭の請求権を央うこととすることが考えられるDもっとも1この場合,

労働者は辞職の意思表示をしていないので1当臥労働者としての地位を
有するo

イ 解決金の額の基準

解雇カミ無効である場合の解決金の額についてはへ ヒアリングの際にl解

雇の態様l労廟者の対応1使用者の責任の程度などのほかl各企菓におけ
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